
理

由

需
給
状
況
に
応
じ
た
乳
製
品
の
安
定
供
給
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
加
工
原
料
乳
の
生
産
者
に
補
給
金
等
を
交
付
す
る
制
度

を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
業
務
と
し
て
当
該
補
給
金
等
を
交
付
す
る
業
務
を
追
加
す
る

等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


